第4章　Personal jurisdiction（人的裁判管轄権）が認められるために
◎第3章　Personal jurisdiction（人的裁判管轄権）に関する概要の説明、とりわけ州の州外法人や他州民への管轄権ありとの法律（ロング･アーム法）や主張に対する、連邦憲法上のデュー･プロセス条項による制約が重要だという説明を受けて、実際に人的裁判管轄権がどのような場合に認められ，いかなる場合に認められないか、それを明らかにした連邦最高裁の判断枠組みが第4章で説明されている。
◎第4章では、デュー･プロセス法理が要請する、最低限の接触（連結）と、それが当事者にとって不公正にならないという点から、2段階テストが編み出されてきたこと。それらの意義を理解することが焦点となる。
１　legal terms
  Due Process Clause
  long arm statute
   service outseide of the state by certified mail or personal delivery
  minimum contacts
   purposeful availment
  presumption
  indemnification
  specific jurisdiciton, general jurisdiction
  stream of commerce
２　cases
  International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945)
  McGee v. International Life Insurance Co., 355 U.S. 220 (1957)
  Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235 (1958)
  Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984)
  Helicoptereos Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408 (1983)
  Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987)
  Gator.com Corp. v. L.L.Bean, Inc., 341 F.3d 1072 (9th Cir. 2003)
  World-Wide Volkswgagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980)
  Burger King Corp. v. Rudzevicz, 471 U.S. 462 (1985)
３　第4章の要点
　１）人的裁判管轄権の基本　同意・ドミサイル・問題の人か物が当該州に存在すること，存在したこと。それを越えて管轄権を拡げる必要性と、憲法上の制約が問題となる。
　２）2種類のロング･アーム法　
　　　　①憲法上許される最大限と規定するもの
　　　　②個別の類型について拡張すると列挙するもの
　　　いずれにせよ解釈の最終権限は州最高裁
　３）Internarional Shoe 判決に始まるminimum contacts要件
　　　①sliding scale   ×no contacts
                     ×isolated contacts
                     ○minimum contacts
                     ○contiunous and systematic contacts
      ②１つ，1回の接触（連結点）で十分
　　　③purposeful availment 故意に当該州を利用したこと
　　　　　問題の人が意図的に当該州と関連した行動を採ること
        ×Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235 (1958) 信託の事件で委託者がフロリダへ
        ○Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984) カリフォルニア州民への名誉毀損記事
　　　④予見可能性だけでは不十分
　４）World-Wide Volkswgagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980)での2段階テスト
　　　①minimum contacts
      ②fair play and substatal justiceにかなうこと
　　　　　　そのためには　イ）被告の負担　
　　　　　　　　　　　　　ロ）法廷地州がもつ当該訴訟への利益・利害関心
　　　　　　　　　　　　　ハ）救済を適切に得るという原告の利益
　　　　　　　　　　　　　ニ）効率的紛争解決に関する州際･国際的な裁判所間の利益
　　　　　　　　　　　　　ホ）基本的な法政策を実現するという州際･国際的利益
　５）Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987)
      　minimum contactsがないとする裁判官4人
　　　　あるとしても第2要件を満たさないとする裁判官5人
　６）一般的管轄権と特定的管轄権
　　　　一般的管轄権―ドミサイル、法人の設立州、主な営業地、訴状の交付送達
　　　　それ以外には、contiunous and systematic contactsのある法人
　　　　　　ただし、自然人にこれがあるかは未確定
　７）不法行為
　　　　World-Wide Volkswgagen Corp. v. Woodson　オクラホマで運転中に事故
　　　　　予見可能だけでは不十分
　　　　ただし、stream of commerceなら管轄権あり
　８）契約
　　　　Burger King Corp. v. Rudzevicz, 471 U.S. 462 (1985)
　　　　　◎フロリダの本社が、ミシガンでのフランチャイズ契約の相手方をフロリダで
４　練習問題
　　　　　　第4章１＆２長瀬　３＆４鹿山　５＆６渡辺　７＆８長屋
①フロリダ州民とメイン州民　ノース・カロライナで不法行為  ◎NC　
②同じ事実でサウス・カロライナ州側から石を投げて　　　　　◎NC
③インディアナ州民　シカゴで花を卸しで購入し、インディアナで販売
　　シカゴ市民がインディアナ州訪問中に、先の花屋のトラックにぶつけられる　×Il
④シカゴの卸売商に支払い遅延。◎Il.
⑤粗悪な花でインディアナで損害。×Ind.
⑥シカゴで交通事故。被害者はInd. しかしIlで訴訟。◎Il.
⑦イギリスのウェッジウッド･アンティーク商。ジョージアからのネット販売。他に売却。
　×Ga.
⑧同じ事実で、販売拒絶が人種を理由としているなら。故意による不法行為は被害地が原則だが，このケースは不明確要素あり。
第5章　不法行為の準拠法―伝統的ルール
　　　　　　第5章１－８板持
◎第5章からは準拠法選択のルールです。まず不法行為。これは不法行為地法を適用するというのが伝統的ルールですが、2つ問題があります。１つは、伝統的ルールはどこの裁判所でも同じ法が適用されることを目指し、統一的法適用を見果てぬ夢として追った側面と、それが既得権の保護にもなったという側面があると指摘されています。後者はどういう意味かが問題です。ともかく，このような伝統的アプローチは20世紀半ばから否定されているのですから。

　第2の問題は、不法行為地といっても、それが必ずしも明確でない場合があるところです。

１　Legal terms
  vested rights, legal entitlements
  forum shopping
  lex loci delicti = place of the wrong = place of legal injury 
  intentional torts
２ cases
   Marra v. Bushee, 317 F. Supp. 972 (D. Vt. 1970)
３　第5章の要点
　１）伝統的ルールは、territorial and vested righs
    当事者の既得権保護　昔から保護
　　　　　　　　　　　　領域的配慮　事故地に利害関心
　　　　　　　　　　　　統一の願望　どこでも同じ州法が適用になるはず
　　これが当事者の既得権保護と法の統一的運用につながるという夢
　　他方で、その後、既得権保護は弱まる
　２）不法行為地という概念は明確でありそうでそうでない
　　不法行為の最後の要件発生地→損害発生地
　　20以上の類型でリステイトメントは記述
　　　　しかも2つの例外あり　§３８２を見よ
　３）故意による不法行為
　　　　　行為地　例：名誉毀損
　４）多くの州で伝統的ルールは廃止といいながら、それに従う場面も多い
　　いくつかの州と外国の多くは伝統的ルール
　５）現代的ルールへの変更の影響の大きい分野は不法行為と契約　財産法は少ない
４　練習問題
①狩猟の際の誤射　Cでは厳格責任　Aでは過失責任
　　　　　　　　　事故地はC　Aでの訴訟でもC法
②Cでの訴訟でもC法
③Cでは寄与過失ルール、Aでは比較過失ルール
　　　　Aで訴えると，やはり事故地法で寄与過失ルールで賠償責任なし
④E州民がドライブでWへ。Wではguest statute あり。事故はWで。
　　　　伝統的ルールではW法。これがおかしいというので、伝統的ルール廃棄。
⑤A州で打ち上げたおもちゃのロケット。Dで被害。Dでは過失責任、Aなら厳格責任。　　　　適用されるのはD法
⑥Dから排出された毒ガス。Aで被害。Aでは厳格責任、Dには一定の条件で免責。
　　　　適用はAだが、第一次リステイトメントは、免責は行為地とあるのでD法？
⑦E州の会社。コーヒーメーカーをWへ。Wで事故。Eは過失責任、Wは厳格責任。
　　　　適用はW法。
⑧同じ事実で懲罰賠償は？　Eは厳格。
　　　　適用はW法。
